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ポリシーに関する情報 

ポリシーの名称 
スピークアップポリシー。 

目的 
本ポリシーは、スピークアップ（懸念の報告）に関する一般的なガイダンスと情報を提供します

。 

目標 
• スピークアップすべき問題とは何かを定義すること。 
• スピークアップすべき懸念事項を提起する方法と、アドバイスを得られる場所を説明するこ
と。 

• スピークアップすべき問題が提起された後に何が起こるかを説明すること。 

対象者 
従業員、役員、取締役、コンサルタント、請負業者、臨時および派遣社員など、Rotorkで働くす
べての個人。 

機密保持ステータス 
公開情報。 

追加承認を必要とせずに、現地におけるポリシーからの
逸脱が許可されるか否か 
現地の法律、規制、規則でより高い基準が定められている場合は、その高い基準に従う必要があ

ります。 
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はじめに  
信頼できるパートナーとして、Rotorkは誠実さ、完全性、公正さをもって事業を遂行することに
尽力しています。また、すべての関係者がこれらの高い基準を維持することを期待しています。

私たちは、共に協力することでより力強くなれると信じています。そして、オープンで説明義務

を負う文化を維持することが不可欠です。 

スピークアップとは何ですか？ 
スピークアップとは、Rotorkが提供する製品やサービス、または Rotorkの従業員、役員、その他
当社の代理として行動する者の行為について以下のような重大な懸念がある場合、それを報告し

たり提起したりすることです。 

• 当社の行動規範およびポリシーに準拠していない 
• 既知の基準に照らして違和感を覚える 
• 所定の実務基準を満たしていない 
• 不適切な行為が行われている 

一部の企業ではスピークアップを「内部告発」と呼んでいます。以下は、報告すべき事項の例で

す。 

• 犯罪行為または法律違反である行為（刑事上の犯罪行為に関連するか、その他の法的義務の
違反に関連するかを問わず） 

• 一般市民や従業員の健康と安全に関する懸念 
• 会社の資金やその他の資産の不正使用 
• 詐欺や汚職の可能性 
• 人種差別、性差別、障害者差別、その他の差別 
• 環境へのダメージ 
• その他の倫理に反する行為 

スピークアップすべき懸念を提起する方法  
多くの場合、スピークアップに関する懸念事項は、直属の上司に報告すれば良いはずです。直接

報告することも、書面で報告することもできます。ただし、上司に問題を報告したくない場合、

または上司が懸念に適切に対応していないと感じる場合は、より上の立場にある上司に問題を報

告するか、次のいずれかに連絡することができます。  

 人事チーム 
 法務チーム 
 倫理・コンプライアンス責任者 
 最高人事責任者 
 グループ顧問弁護士兼会社秘書 
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Rotork は、外部のスピークアップ・ヘルプラインも設けているので、希望する言語で安全に懸念
事項を報告できます。以下の手段で、世界中のどこからでも匿名で報告を行うことができます。 

 http://www.safecall.co.uk/report から、または QR コードをスキャンしてアクセスできるオン
ラインポータル 

 

 
• 電話で報告（24時間対応）（付録 1を参照してください）  

スピークアップするべき事項かどうかわからない場合は
どうしたらよいですか？ 
特定の事項について、本ポリシーに違反しないかどうか確信が持てない場合は、倫理・コンプラ

イアンスチームまたは法務チームのメンバー、または地域の人事担当者にアドバイスを求めてく

ださい。 

匿名で報告できますか？ 
さらに詳しい情報が必要になった場合に改めて連絡が取れるように、氏名を明かしてくれた方が

支援を提供しやすくなります。当然ながら、個人を特定されることに不安を覚える人がいること

も私たちは理解しています。そのため、匿名での報告を希望する場合は匿名でも構いません。む

しろ私たちは、スピークアップすべき問題をまったく報告しないよりも、匿名で報告してくれる

ことを望みます。スピークアップすべき問題を報告した場合、秘密保持のためにどのような適切

な措置を講じられるかについて報告者と相談します。  

スピークアップすべき問題を報告した後はどうなります
か？ 
懸念事項を報告すると、調査の範囲を決定するために初期評価が行われます。場合によっては、

関連する調査経験や問題に関する専門知識を持つ人々などで構成される調査員や調査員チームを

任命することがあります。調査員は、今後も不正行為が発生するリスクを最小限に抑えるために

、是正に関する提言などを行う場合があります。 

当社は、あなたの報告に対する Rotorkの対応については、できる限りお知らせするように努めま
すが、守秘義務の必要性から、調査やその結果講じられた措置について、具体的な詳細をお知ら

せできない場合もあります。 
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スピークアップすべき事項を報告すると、私にどのよう
な影響がありますか？ 
誠実に行われた報告（悪意がなく、個人的な利益を得たり、Rotorkに混乱や損害を与えたりする
意図がない報告）であれば、たとえそれが後に間違いであったことが明らかになっても、報告者

が不利益な扱いを受けることはありません。不利益な扱いとは、降格、解雇、懲戒処分、脅迫、

または懸念の提起に関連するその他の好ましくない扱いなどが該当します。 

あなたが懸念を表明した事実を同僚が知ったために、異なる扱いを受けたと思う場合は、グルー

プ顧問弁護士兼会社秘書、最高人事責任者、または倫理・コンプライアンス責任者に直ちに報告

してください。 

アドバイスを求める 
あなたが当社の従業員であり、本ポリシーの内容や、何が許可されているのか、何が禁止されて

いるのかについて確信が持てない場合は、直属の上司、倫理・コンプライアンスチームまたは法

務チームのメンバー、または地域の人事担当者にアドバイスや指導を求めてください。 

トレーニングに参加する 
Rotorkは、本ポリシーの主題に関するすべてのコースを受講するよう求めています。これらには
、対面コースと eラーニングコースがあります。 

重要なポイント 
Rotorkは、個人が抱える深刻な懸念を報告できるような、オープンな社風を奨励しています。 
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付録1 

国 番号 
オーストラリア 1 800 312928 

バーレーン 8000 4264 

ブラジル 0800 892 1750 

カナダ 1 877 599 8073  

チェコ共和国 00 800 72332255 

チリ 800 200 734 

中国 4008 833 405 

フランス 00 800 72332255 

ドイツ 00 800 72332255 

香港 3077 5524 

インド 000 800 4401 256 

インドネシア 001 803 440 884 

インドネシア（PTテレ
コム） 

007 803 440 884（PTテレコム） 

イスラエル 012 800 72332255（Golden Lines） 

イスラエル 013 800 72332255（Barak） 

イスラエル 014 800 72332255（Bezeq） 

イタリア 00 800 72332255 

日本 0120 921 067 

韓国 001 800 72332255（韓国テレコム） 

韓国 002 800 72332255（Dacom） 

マレーシア 1800 220 054 

メキシコ 800 1231758 

オランダ 00 800 72332255 

ニュージーランド 00 800 72332255 

ノルウェー 00 800 72332255 
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ポーランド 00 800 72332255 

ポルトガル 00 800 72332255 

ロシア 810 800 72332255 

サウジアラビア 800 844 2067 

シンガポール 800 448 1773 

南アフリカ 0 800 990 243 

スペイン（カナリア諸島

を含む） 
00 800 72332255 

スウェーデン 0850 252 122 

スイス 00 800 72332255 

タイ 001 800 72332255 

トルコ 00 800 4488 20729 

アラブ首長国連邦 8000 441 3376 

イギリス 0800 9151571 

アメリカ合衆国 1 866 901 3295 

ベネズエラ 0800 100 8696 
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